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　平成19年12月13日（木）、富岡町文化交流セン
ターにおいて第１回磐城国道事務所地域づくりレ
ポーター会議が開催されました。
　「地域づくりレポーター」は地域に生活している
人たちの幅広い声や行政側が気づかない点、見落と
している点などの情報を収集したり、また、行政側
からの情報を提供したり政策について、皆さんから
意見等を頂き、今後の国土交通行政の施策の参考に
していくものです。
　会議ではレポーターの方々に委嘱状を手渡しし、
意見交換会等を行いました。意見交換会では、今話
題となっている道路特定財源の必要性や、歩道の構
造に関する事など様々な意見を頂きました。

　平成19年12月6日（木）、原町維持出張所管内の道の駅である「道の駅ならは」、「道の駅
南相馬」、「道の駅そうま」の３駅及び原町維持出張所の代表者が集まり、第1回福島浜街道
道の駅連絡会議を実施しました。
　会議では各々の道の駅が抱える課題、その取組事例などを紹介し活発な議論がなされまし
た。今後は連絡会を定期的に実施し、合同施設点検や他の道の駅施設見学などを通じて、各々
の道の駅の見習うべき点の取り入れ、改善すべき点のチェックをすることにより、利用者の
方々が使いやすく、再び利用したいと思っていただけるような道の駅づくりをしていきたいと
思います。

　原町維持出張所では、一般国道６号の広野町から新地町間の道路維持管理を行っています。
国道６号は東北と関東を結ぶ重要な幹線道路である他、地域の生活に密着した生活道路でもあ
ります。当出張所では「安全で確実な道路の堅持」を目標に、地域の方々に親しまれる、喜ば
れる道づくりを今年も進めていきたいと思います。

　今後は定期的に意見交換会を実施し、また、地域づくりに関してのレポートを報告していた
だいたりする予定です。

★地域づくりレポー他の方々（原町維持出張所管内）★

奈良　宏子さん（広野町）
渡部　彰一さん（富岡町）
相楽　比呂紀さん（双葉町）

横山　香代子さん（浪江町）
後藤　勝美さん（相馬市）
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　相馬市の沖の内交差点周辺は相馬駅や各種店
舗が立ち並び、さらに平成16年に開校した相馬
東高校と相馬駅を結ぶ通学路上にあり、国道６
号を横断する高校生等、歩行者が急増していま
す。
　特に朝、夕方に歩行者が集中しており無理に
渡る危険な行為も考えられ、さらに付近では乱
横断中の死亡事故も発生しています。
　沖の内横断歩道橋は、以上の事から交差点部
にスロープ付きの横断歩道橋を設置し、横断歩
行者の安全を確保する目的で設置するもので
す。工事中は何かとご迷惑をおかけする事があ
るかと思いますがご協力をお願いいたします。 沖の内交差点仙台方面

いわき方面

　先日管内の道の駅において、トイレで異物を流してし
まった事が原因で、浄化槽が詰まってしまい、全てのト
イレが使用できなくなるという事態が発生しました。
　復旧中は仮設トイレを設置して対応しましたが、利用
者の方々には大変なご迷惑をかけてしまいました。
　トイレには備え付けのトイレットペーパー以外は決し
て流さないでください。

浄化槽に詰まっていた布？のようなもの

平成18年2月の降雪（新地町内の国道6号）

　雪道や凍結路面では冬タイヤ未装着の車はスリップ
やスタックする可能性が高く、その結果渋滞を引き起
こすことがあります。渋滞が発生すると、除雪車両が
動けなくなり除雪ができなくなってしまいます。
　冬タイヤを装着し、状況によってはタイヤチェーン
などの滑り止めの装着をお願いします。
　なお、福島県道路交通規則では、積雪又は凍結して
いる道路においては駆動輪にタイヤチエーン又は全輪
にスノータイヤを取りつける等すべり止めの措置を講
じないで自動車等を運転しないよう定められていま
す。これに違反すると道路交通法により罰せられるこ
とがあります。

施工業者　　上部工工事：藤木鉄工(株)　下部工工事：小野建設(株)


